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     株式会社新銀行東京
　　　　　　　　　　　代表取締役社長執行役員　常久　秀紀
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評価・換算差額等 合計

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

貸 倒 引 当 金

利 益 剰 余 金

投 資 損 失 引 当 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

資 本 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返

資 本 準 備 金

（純 資 産 の 部）

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 負 債

業務委託契約関連引当金

資 本 金

偶 発 損 失 引 当 金

有 形 固 定 資 産

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 負 債

前 受 収 益

未 払 金

未 払 費 用そ の 他 資 産

そ の 他 負 債

未 払 法 人 税 等貸 出 金

買 入 金 銭 債 権

有 価 証 券

借 用 金

現 金 預 け 金 預 金

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

中間貸借対照表（平成27年 9月30日現在)

科　　　　　　目 金　　　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　　　額



（単位：百万円）

金　　　　　　　　　　　額

3,462

3,191

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） 1,677

（うち有価証券利息配当金） 1,235

26

127

116

2,763

488

（ う ち 預 金 利 息 ） 436

73

1,964

236

698

698

2

2

696

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 合 計

2

役 務 取 引 等 費 用

中間損益計算書
平成27年 4月 1日から

平成27年 9月30日まで

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

科　　　　　目

信 託 報 酬

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

中 間 純 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められる

ものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   ３年～５０年 

その他  ２年～１５年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、行内における利用可能期間（５～６年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び｢無形固定資

産｣)中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保

証額とし、それ以外のものは零としております。 

 

４．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成 24 年 7 月 4

日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎

に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づ
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き計上しております。なお、上記の債権のうち合理的であると認められる場合には、債

権額から実質保全額を控除した残額を、上記の貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ･フローを合理的

に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施

前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法

（キャッシュ･フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、

将来キャッシュ･フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権につい

ては、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予

想損失額を計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、売却可能価

額を合理的に見積もることが可能な場合には、債権額からその売却可能価額を控除し

た金額を計上しております。それ以外の場合には、債権額から担保の処分可能見込額及

び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上してお

ります。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、売却可能価額を合

理的に見積もることが可能な場合には、債権額からその売却可能価額を控除した金額

を計上しております。それ以外の場合には、債権額から担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各資産の所管部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した統合リスク管理部資産査定室が査定結果を検証しており、そ

の査定結果により上記の引当金を計上しております。 

（２）投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状

態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 

（３）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見

込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。  

（４）役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見

込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

（５）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債

務を計上しております。退職給付債務の金額は、退職給付引当金の対象従業員が 300 名

未満であるため、簡便法により、当中間期末自己都合要支給額に基づいて計上しており

ます。 

（６）業務委託契約関連引当金 

   業務委託契約関連引当金は、当行システムの更改等の費用に備えるため、個別事象毎
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に合理的に見積もることができる金額を計上しております。 

（７）偶発損失引当金 

   偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に係る保証協会への負担金の支払

いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見積額を計上し、係争案件等に

ついて、将来発生する可能性のある支払見積額を計上しております。 

 

５．外貨建の資産の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 

６．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっ

ております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等

は、長期前払費用に計上のうえ、５年間で均等償却しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、当中間期末に当該処分をせずに所有

しているものは100百万円であります。 

 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 217 百万円、延滞債権額は 3,573 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他

の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上

しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）

のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 96 条第 1項第 3号のイからホまで

に掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金でありま

す。 

 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はございません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以

上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,934 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
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利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもので

あります。 

 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

5,725 百万円であります。 

なお、２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券          108,339百万円 

貸出金           14,145百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金           100,000百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 2,812 百万円及び預け金 10百

万円を差し入れております。 

また、その他資産には、保証金は、21百万円が含まれております。 

 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申

し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで

資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

1,507 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが 659 百万円あり、1

年超のものが 847 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行

残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由が

あるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有

価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 

８．有形固定資産の償却累計額 592 百万円（減価償却及び減損損失の累計額合計） 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、投資損失引当金戻入益 39 百万円及び偶発損失引当金戻入益

18 百万円、償却債権取立益 20百万円を含んでおります。 
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２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 215 百万円を含んでおります。 

 

（金融商品関係） 

○金融商品の時価等に関する事項 

平成 27 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、

次表には含めておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 中間貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 

(2) 買入金銭債権（＊１） 

(3) 有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

(4) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

29,271 

29,655 

 

15,267 

143,342 

208,562 

△6,242 

29,271 

30,449 

 

16,824 

143,342 

 

 

－ 

794 

 

1,556 

－ 

 

 

202,319 202,319 － 

資産計 419,857 422,207 2,350 

(1) 預金 

(2) 借用金 

267,048 

100,000 

267,048 

100,000 

－ 

－ 

負債計 367,048 367,048 － 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、

買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間貸借対照

表計上額から直接減額しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

(2) 買入金銭債権 

買入金銭債権のうち、公共工事債権信託受益権については、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。これ以外の信託受益権については、

取引金融機関から提示された価格によっております。 

(3) 有価証券 
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株式は取引所の価格、債券は市場価格又は取引金融機関から提示された価格によってお

ります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記

載しております。 

(4) 貸出金 

貸出金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

負 債 

(1) 預金 

預金については、中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして

おります。 

(2) 借用金 

借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額は次

のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりま

せん。 

（単位：百万円） 

区 分 中間貸借対照表計上額 

① 非上場株式(＊１) 13 

② 組合出資金(＊２) 7,477 

合  計 7,491 

 

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２） 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて

困難と認められるもので構成されているものは、時価開示の対象とはしておりませ

ん。 
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（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券（平成27年9月30日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債 9,998 11,213 1,215 

社債 5,269 5,610 340 

小計 15,267 16,824 1,556 

合計 15,267 16,824 1,556 

（注）満期保有目的の債券には、時価が貸借対照表計上額を超えないものはありません。 

 

２．その他有価証券（平成27年9月30日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

債券 106,960 105,188 1,772 

国債 35,242 34,882 359 

地方債 6,777 6,599 178 

社債 64,940 63,706 1,233 

その他 20,538 19,759 778 

  外国証券 5,829 5,771 58 

その他の証券 14,708 13,988 719 

小計 127,498 124,948 2,550 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

債券 7,509 7,557 △47 

地方債 348 350 △1 

社債 7,161 7,207 △45 

その他 8,333 8,407 △73 

  外国証券 8,333 8,407 △73 

小計 15,843 15,965 △121 

合計 143,342 140,913 2,429 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであ 

ります。 

 

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金  12,474 百万円 

貸倒引当金  2,469  

投資損失引当金  231  

投資事業組合損益  216  

減価償却超過額  190  

その他    354  

繰延税金資産小計  15,937  

評価性引当額  △15,937  

繰延税金資産合計  －  

繰延税金負債    

 有価証券評価差額金  767  

繰延税金負債合計  767  

繰延税金負債の純額  767 百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額2,671円35銭 

１株当たり中間純利益金額 117 円 53 銭 
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経営上の重要な契約等 

（当行と株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループの経営統合（株式交換）に関する 

最終合意について） 

当行と株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（代表取締役社長 柿﨑 昭裕 以下、「東

京ＴＹＦＧ」という。）は、平成 27年９月 25日に開催したそれぞれの取締役会において、

両社の株主総会及び種類株主総会の承認並びに関係当局の許認可等を得られることを前提

として、東京ＴＹＦＧを株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とし、平成 28年

４月１日を効力発生日とする株式交換により経営統合を行うことを決議し、同日、両社間で

「株式交換契約書」及び「経営統合契約書」を締結いたしました。 

 

（東京都との「東京における産業振興に関する包括連携協定」の締結について） 

当行及び東京ＴＹＦＧ、株式会社東京都民銀行（取締役頭取 柿﨑 昭裕）、株式会社八千

代銀行（取締役頭取 田原 宏和）は、東京の経済の持続的発展を目指し、中小企業の支援を

はじめとした産業振興に連携して取組むことを目的として、平成 27 年９月 25 日、東京都

と「東京における産業振興に関する包括連携協定」を締結いたしました。 



株式会社 新銀行東京

(単位：百万円)

金 額 金 額

100 100 

13,350 13,464 

その他の金銭債権 13,350 

113 

13,564 13,564 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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合計 合計

信託財産残高表
（平成27年9月30日現在）

資 産 負 債

受 託 有 価 証 券 有 価 証 券 の 信 託

金 銭 債 権 金 銭 債 権 の 信 託

預 け 金


